
 

令和７年度運転免許取得等助成金のご案内 
 

大型・中型・準中型・けん引自動車免許取得及び大型・中型・準中型自動車免許の限定解除、特例教習の受講、外

免切替講習の受講を対象として、助成事業を行います。下記条件により実施しますのでご案内いたします。  
 

記  
 

１．申請期間 令和７年６月２日(月) ～ 令和８年３月２日(月)（土日祝日及び休館日は除く）  
※令和７年３月１日(土)から令和８年２月２８日(土)までに取得し、支払いが完了したものを対

象とする。但し、準中型免許の取得、準中型免許の限定解除、特例教習の受講、外免切替講習の

受講(普通免許または、準中型免許に係るものに限る。以下同じ)に関しては、令和６年４月１日

(月)から令和８年２月２８日(土) までに取得または受講し、支払いが完了したものを対象と

し、高等学校新卒者等で、当該事業者入社前の在学中（令和６年度中）に、準中型免許を取得し

た場合も対象とする。 

※期間内であっても予算額に達した場合は、その時点で終了する。   
 

２．助成対象 大型・中型・準中型・けん引自動車免許取得及び大型・中型・準中型自動車免許の限定解除 

特例教習の受講、外免切替講習の受講のために自動車教習所等でかかる費用の一部を助成する。 

 

３．助成金額 免許取得に係る費用（消費税を除く）の２分の１（千円未満切り捨て） 

    特例教習の受講に係る費用（消費税を除く）の３分の１（千円未満切り捨て） 

    外免切替講習受講費用（消費税を除く）の２分の１（千円未満切り捨て） 

１名あたりの上限金額は下記の表の通りとする。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
※国等から助成金が交付された場合や、運転者個人が運転免許取得費用・特例教習受講費用を負担し

た場合は、対象外。個人宛名の領収証不可。会員事業者(会社)が上記費用を負担した場合にのみ対

象となる。また、申請は１事業者あたり４５万円を助成上限とする。   
４．交付要件 次の①、②の要件を満たす場合に限り交付対象とする。 

①栃ト協の会員事業者であること。②当該運転者が、助成金申請時に当該事業者に在籍し、運転者

として従事していること。       
※準中型免許の取得・準中型免許の限定解除・特例教習受講に関しては、上記の①、②に加えて、次

の③～⑤の要件を満たす場合に限り交付対象とする。外免切替講習受講に関しては、上記の①、

②に加えて、次の⑥～⑧の要件を満たす場合に限り交付対象とする。 

③当該事業者が、令和６年４月１日以降に当該運転者を採用していること。④当該運転者は、平成

元年６月２日以降の生まれであること。⑤当該運転者が、令和６年４月１日以降に自動車教習所等

を活用して、特例教習の受講修了または準中型免許を取得・準中型免許の限定解除をしていること。

⑥当該運転者が、自動車運送業分野特定技能１号評価試験(ﾄﾗｯｸ)に合格していること。⑦当該運転

者が、特定活動の在留資格を取得していること。⑧当該運転者が、令和６年４月１日以降に外免切

替講習を受講し、外免切替（普通免許又は準中型免許）における技能確認・知識確認に合格してい

ること。  

大 型 免 許 １名あたり  ９０,０００円（上限） 

大 型 限 定 解 除 １名あたり    ４０,０００円（上限） 

中 型 免 許 １名あたり  ４０,０００円（上限） 

け ん 引 免 許 １名あたり  ４０,０００円（上限） 

中 型 限 定 解 除 １名あたり  ２５,０００円（上限） 

準 中 型 免 許 １名あたり  ４０,０００円（上限） 

準 中 型 限 定 解 除 １名あたり  ２５,０００円（上限） 

特 例 教 習 受 講 １名あたり  １００,０００円（上限） 

外 免 切 替 講 習 受 講 １名あたり  ４０,０００円（上限） 



 

 

５．申請要領    

別紙１に次の書類を添えて申請。①自動車教習所等に支払った費用の領収書等の写し(宛名が会

員事業者(会社)のもの)②健康保険証の写し(令和６年１１月以前の発行で、事業者名が記載されて

いるもの)または、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し③運転免許証の写しまたは、受

講修了の書類 (各種免許：免許取得後の運転免許証の両面の写し/特例教習：修了証明書の写し/外

免切替講習：講習に係る領収証の写し)④在籍確認するものの写し（運転日報、点呼簿、直近月の賃

金台帳、運転者台帳）のいずれか１点、※運転日報、点呼簿は、申請日直前の連続する３日間分、

⑤別紙２「運転免許取得者等名簿」、次の⑥と⑦は、外免切替講習受講のみに該当し、上記①～⑤

に加え提出する。⑥特定技能１号評価試験(ﾄﾗｯｸ)合格証明書の写し⑦在留カードの写しおよび在留

資格認定証明書の写し。 

 

※原則、交付申請書は事業完了日から３か月以内または令和８年３月２日までのいずれか早い日まで

に提出願います。但し、領収証等を交付申請時に添付できない場合は、後日提出でも可とする。 
 

[問合せ先](一社)栃木県トラック協会 業務部  
TEL０２８－６５８－２５１５ FAX０２８－６５８－６９２９ 


